
令和３年７月
諫早警察署 交通課
℡：２２－０１１０

飯盛ニュータウン内に設置された道路標識等を撤去します。

○ 撤去時期
令和４年３月末までに撤去予定

○ 撤去の理由等
諫早警察署では、長崎県公安委員会の交通規制に係る道路標識等の設置及び管理をしながら、より合理的な交

通規制となるよう努めているところです。
そこで、現在行っている交通規制の必要性を慎重に検討しつつ、上記のとおり

・地域住民の方の通行が主な道路
・丁字路の突き当たり等で、通行車両の優先関係が明白である交差点

等の危険性が低い場所については、道路標識等の撤去を行うこととしました。
ドライバーの方は、現場の交通状況等を十分確認するなどして、引き続き安全運転をお願いします。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

〇 場所
諫早市飯盛町開 飯盛ニュータウン内交差点10か所 及び 外周道路西側交差点９か所

〇 道路標識等
一時停止標識・路面標示

変更イメージ

･･･一時停止規制場所


